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市民投票制度の個別論点について（論点１から論点４までの再検討） 

論点１ 投票の対象事項 

第１回検討委員会に提示した選択肢  第１回検討委員会での主な意見 

選択肢１ 限定列挙を行う 

（投票の対象事項を限定して規定） 

選択肢２ すべて対象案件とする 

（投票の対象事項を限定しない） 

選択肢３ 除外規定を設ける 

（投票の対象外とする事項を限定して規定） 

 ・ 「市の権限に属さない事項」を除外すると、他の自治体でこれまで行われてきた投票が実施されなくなる。 
・ 「特定の市民、地域に関する事項」を除外すると、例えばある地区で産業廃棄物処理場ができる場合に、特定の地区に関する事項

であるため投票の対象事項から除外されてしまう可能性がある。また、特定の人物を誹謗中傷するような投票は考えにくい。 
・ 署名要件４分の１を考えると、投票の対象事項は限定しないでよいのではないか 
・ 上越市は他の自治体と違い、署名要件５０分の１があることをよく考慮しなければならないのではないか。法令に基づく事項につ

いては、客観的に判断できるので、除外規定に盛り込んでもよいのではないか。 
・ 合併後の地域の一体感の醸成ができるかどうかを考慮する必要がある。 
・ 上越市では地域自治区制度を導入しているなど、地域特有の状況もある 
 
⇒ すべて対象案件にするか（選択肢２）か 除外規定を設ける（選択肢３） 

第１回検討委員会での議論を踏まえた規定の検討 

 すべて対象案件とする 
除外規定を設ける（投票の対象外とする事項を限定して規定） 

規定内容 

 

・すべて対象案件とする。 ・市の権限に属さない

事項 

・法令等に基づく事項（地

方自治法により住民投

票できる事項） 

・特定の市民、地域にのみ

関する事項 

・市の組織、人事及び

財務に関する事項 

・その他、市民投票を行うこと

が適当でないと明らかに認め

られる事項 

特徴 ・対象事項が限定されないため、

市民に分かりやすい。 

 

・国等の権限で行う政策な

ど、市の権限で判断する

ことができない事項につ

いて投票対象から除外す

る。 

・ 地方自治法に基づく直接請

求による議会の解散請求、議

員及び市長の解職請求、合併

協議会設置等に伴うものが

ある。すでに法律上の制度が

あるため、全く同じ対象につ

いて規定する必要がない。 

・特定の市民又は地域の利害に

大きく関わる事項について、

直接的に利害に関わらない多

数の住民の判断に委ねること

により不合理が生じることを

防ぐ。 

・政策判断の要素を含まな

い純然たる市役所の内部

管理の事項について投票

対象から除外する。 

・除外規定を設ける際に、除外すべ

き事項を全て挙げきることができ

ないため、この規定を設けて、柔

軟に対応する。 

課題 ・明らかに投票に付すことがふさ

わしくない事案が投票事項とし

て挙げられた際の対応を検討す

る必要がある。 

・当市においては、他の自治体と

は違い、署名数が５０分の１の

連署と４分の１の連署と２つの

場合で投票を請求することがで

き、５０分の１の場合であれば、

比較的容易に投票請求をできる

ことを考慮する必要がある。 

・ 国固有の政策に関する

問題であっても、地域

住民の生活に密接に影

響を及ぼす案件でもあ

り、そのような案件を

投票にふすことができ

なくなる。 

・ 一見、市の権限に属さ

ない事項であっても、

切り口によって市の権

限に属する場合もあ

り、判断が難しい。 

・特になし。 ・施設の建設に関わる事項（例

えば、産業廃棄物処理場）に

ついては、特定の地域（又は

住民）に関する事項であると

いう理由から、投票の対象外

とされる可能性がある。 

・対象によっては、市民の

生活に密着するものであ

るにもかかわらず、市の

内部管理の事項であると

いう理由から、投票の対

象外とされる可能性があ

る。 

・この規定に該当するかどうかの判

断を誰がどのように行うか検討す

る必要がある。 
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論点２ 投票（請求）資格者 

２－１ 市民投票の投票（請求）資格者の在住要件 

第１回検討委員会に提示した選択肢  第１回検討委員会での主な意見 

選択肢１：自治基本条例に定める市民

（通勤・通学者含む） 

選択肢２：市内に住所を有する市民 

選択肢３：市内に住所を有する市民の

うち、３ヶ月以上の在住者 

 ・ 住民投票の資格を住民以外まで認めるのは技術的に難しいのではないか。他の自治体でも住民以外に認めるとこ

ろはない 
・ 自治基本条例では「市民」を広く捉えているが、個別の条例で具体的な権利や責務の対象となる「市民」の範囲

を限定することになっているため、現在検討している市民投票条例で自治基本条例と同じ範囲を想定はしていな

い。 

⇒ 「市内に住所を有する市民のうち、３ヶ月以上の在住者とすること」（選択肢３）とする。 

 

・第１回検討委員会での議論を踏まえた検討の選択肢 

○ 市内に住所を有する市民のうち、３ヶ月以上の在住者に認めるものとする。 



3 

論点２ 投票（請求）資格者 

２－２ 外国人の投票資格 

第１回検討委員会に提示した選択肢  第１回検討委員会での主な意見 

選択肢１：認めない 

選択肢２：永住外国人に限定して認め

る 

選択肢３：永住外国人と在留資格をも

つ３年以上の在留者に認める。 

 ・ 議論できることが重要であるので、情報を出しても理解できないのは問題である。仮に、全ての外国人に投票（請

求）資格を認めるということになると、投票を実施する際に、全ての外国人に対応した言語で標記しなければな

らなくなる。 
・ 全ての外国語で対応できるような体制が不可能であるので、日本語に理解があり投票内容について考えることが

できる外国人を対象とするため、外国人に投票（請求）資格を認める際は、投票資格者名簿は登録制にすること

も考えられる。 
 
⇒ 外国人を認める方向で検討し、その認める範囲をどのように定めるかはさらに検討を行う。 

 

・第１回検討委員会での議論を踏まえた検討の選択肢 

 選択肢２：永住外国人に限定して認める 選択肢３：永住外国人と在留資格をもつ３年以上の在留者に認める。 

特徴 

・一定期間以上日本に在留し、日本での生活の基盤は確立され、納税義務を負い、永住の意思を示

している外国人のみに資格を認める。 

・永住外国人に加え、最長３年の在留資格を更新し、日本に滞在しようとする意思を明確にしてい

る外国人にも資格を認める。 

課題 

・ 自治基本条例における「市民」の定義が全ての外国人を含んでいるのにも関らず、永住外国人

という狭い範囲に限定してよいかを検討する必要がある。 
 

・３年以上の在留者に認める場合、日本語の理解度によっては、日本語以外の言語で投票を実施す

ることができるようにするかどうかを検討する必要がある。 

 

（参考） 

○上越市における外国人を取り巻く状況 

（１）上越市における外国人の数    １，２３６人（平成２０年４月１日現在） 

（２）外国人に対する主要な施策 

  ア 自治基本条例 

    ・自治の担い手としての「市民」に外国人も含めて広く捉え、条例全般で各種権利・責務を規定 

  イ 上越市第５次総合計画 

    ・基本政策１「人にやさしい自立と共生のまち」… 国際交流の推進、多文化共生の推進 

    ・基本政策７「人が学び、育ち、高め合うまち」… 多様な文化と芸術に触れる機会の提供 

  ウ 第二次人権総合計画 

・在住外国人の人権保障の現実（第５章）… 「地方参政権の保障に向けた取組」を国に要望していくことを記載 
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論点２ 投票（請求）資格者 

２－３ 外国人の投票資格者名簿の作成 

■検討の趣旨 

  論点２－２の議論を踏まえ、外国人に対しても投票（請求）資格を認める場合、外国人の投票資格者名簿の作成をどのように行うかを検討する。 

 

■検討の選択肢 

 

選択肢１：投票資格者名簿を登録制により作成する。  

選択肢２：投票資格者名簿を職権により作成する。 

選択肢３：上記１から２以外 

 

 選択肢１：投票資格者名簿を登録制により作成する。 選択肢２：投票資格者名簿を職権により作成する。 

特徴 ・ 外国人については、投票資格者名簿を自動的に作成するのではなく、本人の意思により登録を

行う方法を採用し、登録された外国人について投票資格者名簿に登載する。 
・ 投票資格をもつ外国人の把握を比較的容易に行うことができる。 

・ 外国人について、外国人登録原票を利用して、職権で自動的に投票資格者名簿を作成する。 

・ 比較的多くの外国人が投票資格をもつことが可能になる。 

課題 ・ 情報提供を十分に行わなければ、市民投票制度を知らなかったため市民投票に参加できない可

能性がある。 
・ 投票資格者の登録可能な期間や登録の締め切り日をどのように設定するかを検討する必要があ

る。 
 

・ 外国人登録法において、外国人登録原票は非開票になっており、市民投票により目的外利用す

ることについて整理をする必要がある。 
 

他の 

自治体 

の例 

広島県大竹市、千葉県我孫子市、神奈川県逗子市、北海道稚内市、岩手県宮古市、山口県山陽小野

田市、神奈川県大和市、 
神奈川県川崎市、大阪府豊中市、大阪府岸和田市 
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論点３ 投票の形式 

第１回検討委員会に提示した選択肢  第１回検討委員会での主な意見 

選択肢１：二者択一に限定 

選択肢２：選択肢の数は定めない 

選択肢３：原則、二者択一、場合によ

り多数の選択肢も認める。 

 ・ 住民投票制度は政策決定に関するものであり、アンケートとは違うので、二者択一方式が妥当なのではないか。

・ 他の自治体の事例では、合併を問う住民投票で三択の選択肢を採用したが、うまくいかなかったことを考えると

二者択一が妥当ではないか。 
・ 選択肢を増やすと収拾がつかなくなる可能性があるので、住民投票をやるであれば、案を一つに絞ってから行う

のがよいのではないか。 
 
⇒ 二者選択（選択肢１）を基本として、二者選択を原則として場合により多数の選択肢（選択肢２）についても

検討を行う。 

 

・第１回検討委員会での議論を踏まえた検討の選択肢 

 選択肢１：二者択一に限定 選択肢３ 原則、二者択一、場合により多数の選択肢 

特徴 

・投票しやすい。 ・ 二者択一を原則としつつ、多数の選択肢を認めており、設問に柔軟に対応することが

できる。 

課題 

・設問があいまいな場合には、二者択一はなじまない。 
・対象事項の検討にあたり有力な選択肢が３つ以上ある場合に対応できない。 
 

・二者択一を原則としていることから、どのような場面で多数の選択肢を認めるのかを

検討する必要がある。 
・誰が、いつ多数の選択肢を採用することを認める判断を下すのかを検討する必要があ

る。 
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論点４ 投票の成立要件 

第１回検討委員会に提示した選択肢  第１回検討委員会での主な意見 

選択肢１：成立要件を設ける 

選択肢２：成立要件を設けない 

 ・ ボイコット運動を考えると、投票率を設けるのは好ましくないのではないか。 
・ 普通選挙において最低投票率のような成立要件がないのに、住民投票だけ高いハードルをつくるのは問題がある

のではないか。 
・ 得票率であれば、結果的に投票率５０％と同じ効力を発生させ、ボイコット運動も発生しないため有効ではない

か。 
・ 得票率を設ける場合、仮に得票率２５％を要件とした場合に、２４．９％の得票率の場合にどのように扱いかが

問題となる。 
 
⇒ 成立要件は、設けるか、設けないかを再度検討し、設ける場合には得票率を基本とする。 

・第１回検討委員会での議論を踏まえた検討の選択肢 

 
投票率 

（投票者数/投票資格者総数） 
得票率 

（市民投票において過半数を占めた選択肢に対する投票

者総数/投票資格者総数） 

成立要件を設けない。 

開票の有無 

 
投票率に満たない場合には、開票しない。 

 
票数に関係なく開票され、公表される。 

尊重義務 

・投票率に満たし、投票が成立した場合に、開票され、投票結果

について尊重義務が発生する。 
・ 得票率を満たした場合に、投票結果について尊重義務が生じ

る。 
・ ただし、票数の関係なく開票され、公表される。 

・票数に関係なく、投票結果について尊重する

ことになる。 

特徴 

・市民投票の乱発化を抑制できる。 
・一定割合以上の投票資格者の意思を反映したものであり、投票

結果の信頼性が高い。 

・市民投票の乱発化を抑制できる。 
・一定割合以上の投票資格者の意思を反映したものであり、投票

結果の信頼性が高い。 
・投票率を設定することに比べて、ボイコット運動が生じにくい。 

・市民投票のハードルが低く、制度を利用しや

すい。 

課題 

・投票率等を下げ、投票自体を成立させないためにボイコット運

動が発生する可能性がある。ボイコット運動が行われた場合、

投票に行かない行為について賛成（もしくは反対）なのか関心

がないのかが判断できないため、投票結果の判断が難しい。 
 

・ 得票率を出すためには、必ず開票し、公表する必要があるため、

仮に得票率に満たず、成立しない場合においても、投票結果が

公表されるため、得票率に満たず投票が成立せず、その結果に

ついて尊重義務は発生しない場合であっても、投票結果につい

て考慮する必要がでてくる。（例えば、仮に得票率 4 分の 1 を

成立要件とした場合、24％の得票率の場合、投票結果について

尊重しないことになってしまうことが考えられる。） 

・市民投票が乱発される懸念がある。 
・当市においては、他の自治体とは異なり、市

民が投票を請求する場合、署名数が５０分の

１と４分の１の２つの場合で投票を請求す

ることができ、５０分の１の場合であれば、

比較的容易に投票請求をできることを考慮

する必要がある。  
 


